
                                  １９９７年 １月 １日施行 

                                                

                                                

                                                

                                                

            ＪＭＲＣ全国協議会会則              

 

                 第１章  総 則 

                                                

第１条 （名 称） 

   本会は、ＪＭＲＣ全国協議会（以下ＪＭＲＣ全国）という。 

 

 

第２条 （目 的） 

   本会は、ＪＡＦ登録クラブ地域協議会（略称ＪＭＲＣ）協約に基づいて設置された、各ＪＡＦ登録 

   クラブ地域協議会（以下ＪＭＲＣ）の連絡・調整・融和・相互扶助を図り、ＪＡＦモータースポー 

   ツ機構との関連のもとに、我が国のモータースポーツの振興に寄与することを目的とする。 

 

 

第３条 （会 員） 

   本会は、各ＪＭＲＣを会員とする。 

   本会会員は、本会則及び別に定める細則に従う義務を有する。 

   

 

第４条 （入会 及び 継続） 

   本会入会は、本会加盟申請書と第２３条に従い、会費を本会宛に提出したことにより入会とする。 

   本会継続は、毎年１月末日迄に細則に従い継続されなければならない。 

     

     

第５条 （退 会）                                       

   １．会員であるＪＭＲＣが解散したとき。                          

   ２．会員が文書でもって、本会に退会届けを提出し本会に受理されたとき。           

                                                

                                                

第６条 （会員資格の取消と除名）                                

   本会はいかなる場合も本会則及び細則に反し、本会が不利益を受けた場合、会員資格の取消あるい 

   は除名しうる権利を保有する。                               

                                                

                                                

第７条 （会員の遵守事項）                                   

   １．会員は、本会則、及び細則を遵守し目的達成のために最大限の努力をするものとする。    

   ２．各会員の構成員に本会の主旨を周知徹底し、発展に寄与するものとする。          

   ３．会員は本会則第１６条には必ず出席しなければならない。                 

                                                

                                                

第８条 （事務局の所在地） 

   本会事務局は、東京都に置く。 

     



                 第２章  活 動                  

第９条 （活 動）                                       

   本会は、第２条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 

   １．社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）の「ＪＡＦ登録クラブ地域協議会」及び「ＪＡＦ登録クラ 

    ブ地域協議会連絡会議」（以下連絡会議）の目的に賛同し、協同して目的を達成すると共に、連 

    絡会議にて措置・解決できない全国的事業・地域的事業の推進。 

   ２．本会加盟の各ＪＭＲＣにて実施の「共済事業」に係る「全国共済制度」の推進。 

   ３．第２条の目的達成に必要な活動。 

     

     

第１０条 （事業年度） 

   本会の事業年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。 

                                                

                                                

                  第３章  組 織                 

                                                

第１１条 （構 成） 

   本会は、各ＪＭＲＣの代表者（以下ＪＭＲＣ代表者）２名以内及び監事２名によって構成され、運 

   営される。 

                                                

                                                

第１２条 （役員及びその定数） 

   本会は、第１１条の中から運営上必要な役員を選出する。 

   １．議長      １名 

   ２．副議長     ２名                                 

   ３．専門委員長  （専門委員会数）                            

   ４．監事      ２名 

 

 

第１３条 （役員の選出） 

   監事以外の役員の選出は、第１１条の各ＪＭＲＣ代表者の互選により選出される。監事は各ＪＭＲ 

   Ｃより推薦され、本会で選出承認される。 

     

                                                

第１４条 （役員の職務） 

   役員の職務は、次の通りとする。 

   １．議長は、本会を招集し会務を代表する。                         

   ２．副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長欠員のとき、その職務を代行する。 

   ３．専門委員長は、設置された専門委員会を組織し会務を執行する。 

   ４．監事は、財産の状況及び会務執行の状況を監査し、それらに不整の廉あることを発見したとき 

     は、本会にこれを報告する。    

       

       

第１５条 （任 期） 

   役員およびＪＭＲＣ代表者の任期は、毎年１月１日から１２月３１日迄の１年間とする。 但し、 

   重任を妨げない。  

   欠員の補充、又は増員によって就任した役員及びＪＭＲＣ代表者の任期は、ほかの同職の役員・Ｊ 

   ＭＲＣ代表者の任期と同時に終了する。但し、任期終了後も、後任者が就任する迄は、引き続きそ 

   の職務を行うものとする。 

                 第４章  会 議                  



     

第１６条 （会 議） 

   本会会議は、定例会議を原則として年４回以上開催し、必要に応じて臨時会議を開催する事ができ 

   る。 

                                                

                                                

第１７条 （召 集） 

   本会会議は、議長が召集し議長となる。  

     

     

第１８条 （議 決） 

   本会は、全ての議決において、第１６条にＪＭＲＣ代表者１名以上の会員全員が出席により成立  

   し、３分の２以上（決議権は各会員を１票とする）の同意をもって決定する。 

   （委任出席を認める） 

                                                

     

第１９条 （専門委員会） 

   ＪＭＲＣ全国は、第２条目的達成の為、専門委員会を置くことができる。 

   １．委員会は、振興事業委員会・共済委員会・広報委員会とし、そのほか必要に応じて第１６条お 

     よび第１８条をもって専門委員会を設けることができる。 

   ２．各委員会の委員は、いずれも各ＪＭＲＣ選出委員で定員８名以内とし、本会の承認を得て委嘱 

     する。 尚、代理委員１名の登録ができ、委員欠席の場合は代理委員が出席するものとする。 

   ３．各委員長は、本会より委任された役務につき執行し、本会承認のうえ専門委員会を組織し会務 

     を執行する。  

   ４．各専門委員会の規程は、別に専門委員会規程を定める。  

     

     

第２０条 （議事録） 

   本会議事録、専門委員会議事録には、本会議長が署名し原本を議長が保存し、写しを各会員に配布 

   する。 

     

     

                第５章  事務局                  

      

第２１条 （事務局） 

   本会会務を処理するために事務局を置く。 事務局は本会会議及び活動の記録を備える。 本会の 

   議事録・決定事項・その他の情報は、本会会員に確実に通知する。 

   事務局費用は本会が負担するものとする。 

     

     

                 第６章  財 務                  

          

第２２条 （財 源）                                      

   本会の財源は第２３条に定める会費、寄付金、補助金及びその他の収入（利子を含む）による。 

     

     

第２３条 （会 費） 

   本会会費は、別に細則に定める。 

                                                

第２４条 （運営費）                                      



   本会の運営に係る経費は、別に細則に定める。 

                                                

                                                

第２５条 （財務・資産及び事業資金の管理） 

   本会の財務・資産及び事業資産は、事務局が管理し、その方法については別に細則に定める。   

 

第２６条 （監 査） 

   本会は、事業年度の終了後、３０日以内に第６章に係る全ての事項について監事の監査をうけるこ 

   と。 監事はこれを会議にて報告しなければならない。 

 

 

              第７章  会則の変更                

第２７条 （会則の変更） 

   本会則の変更は、第１６条及び第１８条に従い議決される。 

                                                

                                                

                 第８章  細 則                  

                                                

第２８条 （細 則）                                      

   本会則に定めるものの他、本会運営上必要な細則は、本会則第４章第１８条に従い議決され、別に 

   定める。                                         

                                             以上 



                                １９９７年 １月 １日施行   

                                      ３月３１日改定施行 

            ＪＭＲＣ全国協議会細則 

 

 

本会は、ＪＭＲＣ全国協議会会則（以下本会会則）に基づき細則を定める。 

 

 

第１条 （会 費） 

   本会会員の年会費は、５万円とする。  

 

 

第２条 （会費の納付） 

   会費は毎年１月末日迄に本会に納付されなければならない。 

                                                

                                                

第３条 （継 続） 

   当該年度の会費の納付で継続とする。 

                                                

                                                

第４条 （運営費） 

   １．会費・寄付・補助金及びその他の収入（利子を含む）を運営費に充当する。 

   ２．年度末の本会会議にて本会運営費の予算を立案し、本会会則第１６条及び第１８条にて議決  

     し、翌年の会費徴収金額を決定する。                          

   ３．会員から徴収した会費は返金しないものとする。 本会会則第５条及び第６条の場合も返金し 

     ないものとする。                                   

   ４．運営費の余剰金は翌年度に繰り越すものとする。 

 

 

第５条 （財務・資産・事業資金の管理） 

   本会会議にて立案議決する。                                

                                             以上 

 


